
　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。
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　TAINS だより春号をお届けします。
　今年も、昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響
で激動の確定申告期でした。まん延防止等重点措置が発
令されている地域もあり、今後も皆様方の業務に甚大な
影響が考えられます。
　このようなテレワークが推奨される環境下においても、
昨年にバージョンアップしました TAINS６ .1 が皆様の
税理士業務により役立つように改良を重ねてまいります。
皆様方のより一層のご愛顧賜りますようよろしくお願い
します。



令和３年度税制改正のあらまし 

東京税理士会   
　
中島  孝一

2 だより

2021.春 No.226

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

はじめに　
　私は、弁護士・税理士として税務調査立会・
審査請求・税務訴訟・査察事件等の闘いの現場
に４０年近く従事してきた実務家で、ＴＡＩＮＳ
編集長に就任された三木義一先生とは、①税務訴
訟等の闘いの現場の戦友として学者意見書の作
成をしていただき数々の勝訴判決を得てきた仲
であり、②また、国税通則法平成２３年改正では
三木先生が政府税制調査会専門委員として、私
が原案作成に関与した日本弁護士連合会税制委
員会の委員長として、改正の実現にタッグマッ
チを組んだ仲であり、③このたび、三木先生が青
山学院大学学長を定年退職されたのを機に、私
が代表者の弁護士法人山本法律会計事務所（東
京事務所）に籍を置くことになられた仲であり
ます。その三木先生からこのたび執筆依頼を受
けたので、喜んで引き受けた次第です。
　ただ、私はあくまで現場の実務家にすぎないの
で、これまで私が闘ってきた勝訴判決の評釈を再
現するしか能がなく、以下、私が最近（平成２８
年以降）扱った事件に限って記述します（注１）。
　その中で、税法解釈（文理解釈優先の原則、
借用概念の解釈等）及び事実認定（要件事実及
び間接事実の主張、立証責任の分配、事実上の
推定等）のポイントを解説します。文体は肩苦
しい学術書とならないよう、学者Ｍさん（架空
の人物）と私Ｙとのかけ合い風にします。

１　実例１０－源泉徴収義務者と受給者との求
償関係（東京地裁平成２６年（ワ）第３３
０７４号損害賠償請求　平成２８年３月２
５日判決。ＴＡＩＮＳ未登載）

Ⓜ　これから山本先生に闘いの着眼点、作戦、
立証等のポイントを語っていただきます。ま
ず、実例１０についてお願いします。

Ⓨ　事案自体は税理士ならどこでも見かけるシ

ンプルなものです（注 2）。

 実例１０の「事案の概要」
（１）原告医療法人が運営する医院に常勤医師

として勤務していた被告に対する給与に
ついて、税務署から調査を受けた結果、①
原告が訴外Ｙ社（被告の妻が代表取締役
で薬品管理業務を月額６３万円で請負っ
た会社）に支払った請負代金月額６３万
円と、②原告が第三者から月額９万２００
０円で賃借した住宅を社宅として被告に
無償 で使用させていたその賃料相当の月
額９万２０００円と、がいずれも原告の
被告に対する給与であると認定し、これ
らをＹの本来の給与に加算したうえで給
与源泉徴収すべきであったのに、その上
乗せ分の徴収を怠っていたとして、過去
５年分の①源泉徴収本税の合計１３３５
万９４６８円及び②重加算税及び不納付
加算税の合計４１７万７０００円、それ
らの総合計１７５３万６４６８円の納税
告知処分を受けて（以下「本件追徴課税
処分」という。）、これを原告が給付した。

（２）その後、原告は被告に対し、追徴納付した
総合計１７５３万６４６８円を請求する
訴訟を提起した。

Ⓨ　被告（税務調査の直前に原告医療法人を退
職して個人で開業したそ）の関与税理士さん
からの依頼でした。飛び込み依頼のときの着
眼点は、次の [ 図１] を見て下さい。

 [ 図１] 着眼点の三つのポイント
(１) 課税に至る事情を詳しく聞く
(２) 課税庁に勇み足はないかを探す
(３) 何かおかしな課税じゃないかと動物的な
嗅覚をきかす
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

Ⓜ　[ 図１ ] の（１）のどんな事情が聞き出せ
ましたか？

Ⓨ①　平成２１年５月、原告の院長に被告が
「税金が高くて手取りが少い、何とかなり
ませんかね～」ともらしたのに対し、院
長が「従前の君の給料（月額１６０万円）
を（６０万円）削って、その分を、奥さ
んを代表者とする会社を設立して、同社
が薬品の管理業務を請負ったことにしそ
の請負代金として支払うスキームを作れ
ば、削った源泉所得税見合い分が節税で
きるよ」と助言し、それが実行され設立
されたのがＹ会社で、その社長となった
奥さんは被告とは別居中で当該請負義務
を全くしておらず、出勤すらしていなかっ
たこと

　②　月額６０万円分の源泉所得税見合い分
をどうするかについては、そのスキーム
が開始された平成２１年５月の時点でも、
被告が退職して独立開業した平成２５年
１０月の時点でも、その後の時点でも、
その源泉所得税見合い分を被告が負担す
る旨の合意はなく、原告の税務調査が始
まって原告が平成２６年５月に本件追徴
課税を受けその納付を済ませてた後に
なって、初めて、納付額総合計分を原告
が被告に対して請求したこと

　③　そして、原告の関与税理士から強く言
われて、被告が１００万円を２回（２か月）
払ったところで、被告の開業後の税理士
さんから私に依頼があってその支払いを
しなくなったこと

Ⓜ　エッ！何か危険だらけの臭いがしますね
～。課税庁による本件追徴課税処分自体
には全く問題はなさそうですね？

Ⓨ　正に「官と民との関係」では、そのとお
りです。その「官と民との関係」が、当然に、
「民と民との関係」すなわち「源泉徴収義
務者と受領者との関係」にも当てはまる
のかという点が気になりました。

　　というのは、この「官と民との関係」と「民
と民との関係」は、直接の関係は切断され、
それぞれの関係が別箇に存在するという
見解で最高裁判例・通説が統一されてい
ることがヒラメイたからです。

Ⓜ　[ 図１] の「(２ ) 課税庁に勇み足があった」
事案ではないが、「原告及びその税理士に
（当然当てはまると誤解した）勇み足が

あった」事案ではないか、という着眼で
すね。

　そこで、山本先生は、どんな作戦を立てま
したか？

Ⓨ　私は、作戦の立て方には三つのポイント
があると思っています。[ 図２ ] を見て下
さい。

 [ 図２] 作戦の立て方の三つのポイント
(１ ) 基本原理編（「法律上の主張」の三つのポ
イント、「事実上の主張と立証」の四つの
ポイント、を各参照）のどこに主戦場を
置く事案かを選択する

(２)その主戦場に関する学説・判例を読み返す
(３) 本件へのあてはめ、を考える
　本件で［図２］の（１）の主戦場を、上記
の最高裁判例・通説の法解釈に置くこと
を選択しました。

Ⓜ　最高裁判例というのは、最判昭和４５年
１２月２４日民集２４巻１３号２２４３
頁のことですね？

Ⓨ　はい。
Ⓜ　[ 図２] の「（２）その主戦場に関する学説・
判例を読み返し」た結果何か分りました
か？

Ⓨ　まず第一に、上記ヒラメキの最高裁判例。
通説の統一見解があることです。

　　第二に、給与等受給者は、（直接、国に対
しては、源泉徴収義務の存否及び範囲に
ついて争うことができず）給与等支払者
から納付した源泉所得税等について求償
権の行使を受けたときに、源泉徴収義務
の存否及び範囲について（民々同士で）
争うことができると解釈されていること
（通説でもあります。）

Ⓜ　この第一及び第二の法解釈から、具体的
にどのように「（３）本件へのあてはめ」
へと展開して行ったのですか？

Ⓨ　先ず、第一に、いきなり、学術論文のよ
本「、とものし出見のと」点争の件本「にう

件の争点は、源泉所得税の求償関係にお
いて、給与支払義務者が国に源泉所得税
分を追加納付したときに、当然に（自動
的に）給与受給者に対する求償権が発生
することとなるかどうかにある」と述べ、
次に、第二に「判例学説」を長々と説明し、
さらに第三「本件への当てはめ」として、
「原告には、追徴納税をしたことから直ち
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

　　　　　　　　　　

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

にその分を給与受給者に請求できる権利
が発生するわけではないこと、すなわち
その分を給与受給者が負担する旨の民民
同士の合意が成立していなければ請求す
る権利は発生しないこと」を展開しまし
た。

Ⓜ　学者の論文ばりの論旨展開ですねー
Ⓨ　はい、「こちらの訴訟代理人は、ただ者じゃ
ないようだなー、学者みたいに判例学説
に詳しいんだなぁー」と相手訴訟代理人
にしょっぱなでかましてビビらせ、ひい
ては担当裁判官にもかませるんです。出
会い頭（がしら）の犬のケンカのように！

Ⓜ　戦いの現場は「出会い頭の犬のケンカの
ようにあれ！」というのが山本流なんで
すね～

　　他に、事実認定の点ではどんな作戦を立
てましたか？

Ⓨ　給与支払者と給与受給者との間にどちら
か負担する旨の合意があったかの事実認
定について、「間接事実の主張及び立証、
立証責任の分配等」の展開をしました。

Ⓜ　ここで、「間接事実の主張及びその立証、
立証責任の分配等」とは何かの一般論を
読者に紹介して下さい。

Ⓨ　事実認定については、民事訴訟法との関
係で、次の [ 図３ ] のとおり四つのポイン
トがあります。

　[ 図３] 事実上の主張と立証の四つのポイン
ト

（１）主要事実と間接事実
　（直接証拠）と（間接証拠）
（２）人証と書証
（３）立証責任の分配
（４）本証と反証
　　　この四つのうちの（１）がとくに大事
なところです。

Ⓜ　まず「主要事実」とは、課税要件・非課
税要件に直接該当する事実ですね、これ
に対し「間接事実」とは、複数の間接事
実を積み重ねると主要事実を推認できる
事実ですね。

Ⓨ　はい。次にその主要事実にズバリ該当す
る証拠を「直接証拠」と呼びますね（例
えば、贈与税課税に関して「贈与契約書
の存在」などです。）。

　　　これに対し、その間接事実に該当する

証拠を「間接証拠」と呼びますね（例えば、
贈与課税の主要事実のうちの金銭交付に
ついて、ある日に父の口座から５００万
円出金され同日に長男の口座へ同額入金
されているとか、主要事実のうちの返済
約定の有無について、毎月１０万円ずつ
返済する旨の借用書があるが毎月１０万
円の移動が口座にないとか。なお、これ
らの間接証拠を、刑事訴訟では「情況証拠」
と呼んでいます。）。直接証拠がない場合
のポイントは、次のとおりです。

　

Ⓜ　この「間接証拠により複数の間接事実を認
定し、そこから主要事実を推認して行く」
作業は、実戦ではとっても大事なことです
よねー。

Ⓨ　はい。税務調査の現場で税務職員は、よく
「領収書がないから認められません」と言
いますが、私は、立会現場で、「それは『直
接証拠がない』と言ってるだけで、これこ
れの間接証拠があってそこからこれこれの
間接事実が認定でき、これら各間接事実を
総合すれば、主要事実の推認ができていま
すよ、直接証拠による認定と間接証拠によ
る認定とがあることを知らないのです
か？」と反論することにしています。

Ⓜ　大学のゼミみたいなことを、闘いの現場で
ふっかけているのですねー。いやな税理士
立会ですねー。

　　さて、本件に戻って、合意があったかの事
実認定について、どのような主張をしまし
たか？

Ⓨ　本書３頁の「次の事情が聞き出せました」
のところで記載した、①の事実、②の事実を
各主張し、これらの事実について間接証
拠（被告の陳述書や証言等）で各立証し、
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

「被告が負担する旨の合意は成立していな
かった」と結論付けたのです。

Ⓜ　さて、山本さんの展開は判決ではどうな
りましたか？

Ⓨ　次のとおり、ほぼ全面的に認めてくれまし
た。

当裁判所の判断（判決文より。アンダーライン
は筆者加筆）

１　争点１（原告納付額について、被告に法律
上の原因のない利得があるか）及び争点
２ ( 原告と被告との間に、原告納付額を被
告が原告に支払う旨の合意があったか ) に
ついて

（１）源泉徴収による所得税の納税者は、支払
者であって受給者ではないから、法定の
納期限にこれを国に納付する義務を負い、
それを怠った場合に生ずる附帯税を負担
すべき者は、納税者（徴収義務者）たる
支払者自身であって、その附帯税相当額
を受給者に請求することはできないと解
されており（最高裁昭和４３年（オ）第
２５８号同４５年１２月２４日第一小法
廷裁決・民集２４巻１３号２２４３頁参
照）、これを本件について見ると、原告納
付額のうち、加算税分については、徴収
義務者であり納税者である原告は、受給
者である被告に請求することはできない
と解される。よって、加算税分については、
被告の不当利得となることはない。

（２）そこで、本税分について検討する。
　　　この点、受給者は、源泉徴収による所
得税を徴収されまたは期限後に納付した
支払者から、その税額に相当する金額に
支払を請求されたときは、自己において
源泉納税義務を負わないことまたはその
義務の範囲を争って、支払者の請求の全
部または一部を拒むことができるものと
解されているので（前掲最高裁判決参照）、
支払者である原告が原告納付額を国に納
付していたとしても、原告が直ちに、こ
れを受給者である被告に対して不当利得
として請求できるものではなく、その義
務の範囲は原告と被告の間の私法関係に
よって決せられるものと解される。

（３）事案の概要のほかに、以下の事実が認め
られる。

　 ア　まず、本件追徴課税処分の前に、原告
と被告のどちらが原告が納付することに

なる税額を負担するかについて、明確な
合意があったことを認めるに足りる証拠
はない。

　　　 原告は、このような場合には、不当利
得返還請求権に基づき、当然に原告から
被告に対する求償が認められると解して
いるようにも見える。しかしながら、原
告は、訴外Ｙ社との管理業務請負契約に
ついては、これが被告の給与から源泉徴
収される税額を減らすものであることを、
本件建物の賃貸借契約については、これ
が被告に居住の利益を与えるためのもの
であることを、いずれも了承し、容認し
て各契約を締結していたと考えられ、ま
た、処分の対象者であり、異議の申立て
ができる支払者と違って、受給者も源泉
納税義務の存否・範囲について争う余地
が残されるべきであるとする前掲最高裁
判決の趣旨からしても、明確な合意がな
いにもかかわらず、事前に受給者がいか
なる金額についても支払う旨の合意が成
立したと推認することはできないと考え
られる。そうであるとすると、原告と被
告の間に明確な合意がない場合には、当
然に、原告が被告に対し、原告納付額を
求償できる、あるいは、原告が被告に対
し求償できるとの合意が成立していたと
推認することはできないと解される。そ
して、明確な合意が認められない本件に
おいては、別途合意が成立した場合でな
ければ、原告は、被告に対し、求償する
ことはできないと解するべきである。

（４）以上からすると、その他原告の主張する
ところに鑑みても、原告納付額について、
原告が被告に対し不当利得返還請求をす
ることができると解することはできず、
また、本件支払合意も認められない以上、
原告の被告に対する、原告納付額につい
ての請求は認められない。
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

内　容 課税標準 軽減税率（措法72） 税　率  

売買

相続、法人の
合併又は共有
物の分割

不動産
の価額

令和３年３月 31
日までの間に登記
を 受 け る 場 合
1,000分の15

1,000
分の20

1,000
分の4

1,000
分の20

不動産
の価額

不動産
の価額

その他 (贈与・
交換・収用・
競売等 )

財務省資料
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

財務省資料

財務省資料



2021.春 No.226 9だより

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。
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※加えて、帳簿については別規定において保存義務があるため（消法 58 条）、改めて輸出免税の適用のための個別の保存義務は課さないことと見直す。
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。
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だより

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。
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今週の判決等(2021年1月～2021年3月収録）

　重加算税／隠蔽、仮装の認定／翌事業年度に計上す
べき修繕費
（令０２－０３－１０　公表裁決　一部取消し　Ｊ１１８－１－０３）
　本件は、請求人が、建物の修繕工事に係る費用を損金
の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、原処分庁
が、請求人の代表取締役は、当該修繕工事が事業年度
終了の日までに着工すらしておらず、当該修繕費を損金の
額に算入できないことを認識した上で、当該修繕工事の施
工業者であるＨ社に請求書を発行させることによって損金の
額に算入したのであるから、その行為は事実の仮装に当た
るとして重加算税の賦課決定処分等をしたのに対し、請求
人が、仮装の事実はないとして一部の取消しを求めた事案
です。審判所は次のとおり判断し、本件賦課決定処分のう
ち、過少申告加算税相当額を超える部分を取り消しました。
　本件修繕工事につき、Ｈ社により施工されることが確かな

　訴訟上の和解は「判決」に該当するか～後発的事
由による更正の請求の特則～
（令０１－０６－２１　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－６７３）
　請求人が、相続財産の範囲確定等請求訴訟におい
て和解が成立したことにより相続財産が確定したな
どとして、相続税法第３２条（更正の請求の特則）
の規定に基づく更正の請求をしたのに対し、原処分
庁が、当該和解は相続税法施行令第８条（更正の請
求の対象となる事由）第２項第１号に規定する「判決」
には当たらないなどとして、更正の請求の一部を認
める更正処分をしたところ、請求人が、原処分の全
部の取消しを求めた事案です。審判所は次のように
判断しました。
　相続税法第３２条第１項第６号は、後発的事由の
一つとして、「前各号に規定する事由に準ずるものと

して政令で定める事由」と規定し、これを受けた相続
税法施行令第８条第２項第１号は、「相続若しくは遺贈
又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に
関する訴えについての判決」と規定している。その解
釈は、原則として文理解釈によるべきであり、みだり
に拡張解釈や類推解釈を行うべきではないと解され、
判決に和解を含むと規定していないから、本件和解は
「判決」に該当しない。
　本件和解により、本件各債権（Ａ社に対する貸付金、
未収家賃、未収給料）及び本件債務（貸金返還債務）
について、相続税法第３２条第１項第６号に規定する後発
的事由を理由とした更正の請求を認めることはできない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
                  【ＴＡＩＮＳキーワード】 Ｆ０－３－６７３

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

　土地の評価～騒音により利用価値が著しく低下し
ているとして全部取消し～
（令０２－０６－０２　公表裁決　全部取消し　Ｊ１１９－３－０４）
　請求人は、相続により取得した土地について、国
税庁ホームページのタックスアンサー「Ｎｏ．４６１７利用価
値が著しく低下している宅地の評価」（本件取扱い）
に該当するとして相続税の更正の請求をしました。
本件は、請求人が、原処分庁の減額更正処分を不服
として、審査請求に及んだ事案です。
　審判所は、請求人の騒音の測定結果に一定の信用
性を認め、審判所の現地調査の結果や固定資産税評
価額については、ｄ鉄道ｅ線の鉄軌道中心線から１０
ｍ以内に存する場合の鉄道騒音補正率０．９０を適
用して算定されていることなどから、次のとおり判
断して、原処分の全部を取り消しました。
　本件土地については、（１）本件路線価に騒音の要

因がしんしゃくされていないこと、（２）ｄ鉄道ｅ線
の列車走行により、相当程度の騒音が日常的に発生
していたと認められること、（３）当該騒音により、
その地積全体について取引金額が影響を受けている
と認められることから、本件土地の全体につき、騒
音により利用価値が著しく低下している宅地として
本件取扱いにより減額して評価すべきものと認めら
れる。したがって、本件土地の評価額は、本件土地
全体を利用価値が低下していないものとして評価し
た場合の価額から、当該価額に１０％を乗じて計算
した金額を控除した価額により評価するのが相当で
ある。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】 Ｊ１１９－３－０４

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

ものとして施主である請求人側から依頼があれば、竣工前
に請求書を発行したとしてもあながち不自然とは言い切れ
ず、また、請求書の納品日欄については、Ｈ社の請求書発
行に係るシステムの便宜上「３．３０」と入力されたにすぎ
ない可能性も否定できない。
　本件事業年度の総勘定元帳、決算書等は、いずれも請
求人の税務代理人により作成されたものであり、請求人代
表者に税務会計に関する知識や認識があったと認めること
はできない。原処分庁の主張する「相手方との通謀による
虚偽の証ひょう書類の作成」及び「帳簿書類への虚偽記載」
の各事実を認めることはできず、通則法６８条１項に規定す
る仮装に該当する事実があるとは認められない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｊ１１８－１－０３

（税法データベース編集室：小菅　貴子）
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。
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今週の判決等(2021年1月～2021年3月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.509 2021.02.04                
　納税猶予期限の確定事由である「譲渡」該当性
～農地の共有持分の交換～
（令０２－０１－１６　札幌高裁　棄却　上告等　Ｚ８８８－２３２９）
　控訴人は、遺言に基づき、亡父から各農地を相続し、相続
税の納税猶予を受けていましたが、姉妹Ｑらから遺留分減
殺請求訴訟を提起され、各農地の持分８分の３の所有権移
転登記後、平成１３年に控訴人とＱらとの間で、共有持分を
交換（本件交換）するという訴訟上の和解が成立しました。
本件では、主に本件交換が、納税猶予期限の確定事由で
ある「譲渡」に該当するか否かが争われました。
　札幌高裁では、原判決を維持し、次のとおり判断し、控訴
人の請求を棄却しました。その後、控訴人は上告しました
が、上告棄却・不受理で確定しました。
　所得税法３３条１項が「資産の譲渡」による所得に課税を
することと措置法７０条の６第１項が「特例農地等」に係る相

続税の納税を猶予することとはその制度趣旨を異にしており、
「資産の譲渡」の解釈と措置法の「譲渡」の解釈を全く同一に
しなければならないものではない。「特例農地等」の相続税の納
税猶予制度の枠組みに加え、租税法規はみだりに規定の文言
を離れて解釈すべきではないことをも考慮すれば、「譲渡等」に
当たるか否かは形式的に判断すべきである。
　本件交換は、農地９に係る控訴人の共有持分を控訴人か
らＱらに移転する一方、農地１～農地８に係るＱらの共有持分
をＱらから控訴人に移転するものである。一般に、資産を移転
させる行為を譲渡というから、本件交換は「譲渡」に当たる。本
件交換が共有物の現物分割の性質を有することは、結論を
左右しない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２３２９

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース  No.508 2021.01.28            
　居住用財産の特別控除／譲渡土地上の２棟の家
屋は一構えの家屋に該当するか
（令０２－０６－１９　公表裁決　一部取消し　Ｊ１１９－２－０３）
　請求人は、２階の一部が渡り廊下で接合されている甲家
屋と乙家屋（子所有）は併せて一構えの一の家屋と認められ
るから、いずれの家屋の敷地も措置法３５条１項の特例の適
用があるとして申告したところ、更正処分等を受けました。
　審判所は、一構えの家屋については認めませんでした
が、譲渡収入金額の算出方法については原処分庁と異な
る判断をして処分の一部を取り消しました。
　各家屋は、それぞれ、玄関、台所、風呂及び便所を備え、
電気、ガス、水道及び固定電話回線の各設備を有し、その
規模、構造、間取り、設備の状況からすれば、各家屋はそれ
ぞれ独立した居住用家屋であることから、併せて一構えの

一の家屋であるとは認められず、乙家屋敷地について特例を
適用することはできない。
　原処分庁は、措通３１の３－７《店舗兼住宅等の居住部分の
判定》を適用して、甲家屋と乙家屋の「延床面積の割合」によ
り、甲家屋敷地に係る譲渡収入金額を算出している。しかし、特
例対象となる居住用家屋とならない居住用家屋が混在してい
る場合には、措通３１の３－１２《居住用家屋の敷地の判定》を
適用し、甲家屋敷地の面積は、甲家屋と乙家屋との「建築面積
の割合」により、これを算定するのが相当である。本件の建築面
積は不明であるが、家屋の各階の登記上の床面積のうち、最も
広い面積を建築面積の代わりに用いるのが合理的である。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｊ１１９－２－０３

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2021年1月～2021年3月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.511 2021.02.25                
　差押処分／納付義務の承継／法定単純承認事由
となる相続財産の処分
（令０２－０４－１７　公表裁決　全部取消し　Ｊ１１９－１－０１）
　本件は、滞納法人の納税保証人（本件被相続人）の配偶
者である請求人に対し、原処分庁が、請求人名義の金融機
関の口座（本件口座）に振り込まれた本件金員は相続財産に
該当するところ、請求人が本件金員を受領、出金及び返納し
た行為は、いずれも民法第９２１条《法定単純承認》第１号に
規定する相続財産の「処分」に該当するから、請求人の相続
放棄は認められず、請求人は本件被相続人の納付義務を承
継するとして、請求人名義の不動産を差し押さえたのに対し、
請求人がその取消しを求めた事案です。審判所は次のとおり
判断し、本件各差押処分は違法であると判断しました。
　請求人が、本件口座から出金した本件金員相当額の５０

万円を費消していたという事実は認められない。そうすると、本
件においては、本件相続に係る相続財産の経済的価値を減
少させる請求人の行為があったとは言い難いことから、請求人
が本件口座から本件金員相当額の現金を出金したことのみで
は、相続財産の処分に該当する事実があったとはいえない。請
求人は、相続放棄の申述が有効となった平成○年○月〇日よ
り後の同月２７日に本件金員相当額の５０万円をＫに送金して
いるが、仮に当該送金が本件金員の返金であり、「相続財産
の処分」に該当する行為であるとしても、相続放棄の申述が有
効となった日より後の行為であるから、この行為に民法第９２１
条第１号を適用することはできない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｊ１１９－１－０１

（税法データベース編集室：小菅　貴子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース  No.510 2021.02.18          
　取得費加算の特例の適用を求める更正の請求／特
定口座での上場株式等の譲渡
（令０２－０４－０７　東京地裁　却下、棄却・控訴　Ｚ８８８－２３４１）
　原告らは、相続により取得した上場株式等を、源泉徴収を
選択した特定口座に預け入れ、平成２７年中に、これら上場
株式等を譲渡しました。原告らは上記譲渡所得を含めずに
確定申告を行いましたが、その後、措置法３９条１項に規定
する相続税額の取得費加算の特例を適用して更正の請求
をした事案です。
　東京地裁は、本件更正の請求は、国税通則法２３条１項
に定める更正の請求要件を満たしていないとして、請求を棄
却しています。
　措置法３７条の１１の５は、源泉徴収選択口座におい
て生じた上場株式等の譲渡所得について、申告不要の特
例を設けたものであるところ、申告不要の特例を選択す

るか、あるいは、これを選択せずに当該源泉徴収選択口
座において生じた上場株式等の譲渡所得を除外すること
なく申告するかは、確定申告時の納税者の自由な選択に
委ねられている。
　仮に、納税者が申告不要の特例を選択したことによって、こ
れを選択せずに当該源泉徴収選択口座において生じた上
場株式等の譲渡所得を除外することなく申告をした場合と比
べて納付すべき税額が過大となったり、又は、還付金の額に
相当する税額が過少となったりしたとしても、これをもって「国
税に関する法律の規定に従っていなかったこと」に当たるとは
いえない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２３４１

（税法データベース編集室：草間　典子）
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

ところ君
（所得税担当）

今週の判決等(2021年1月～2021年3月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.513 2021.03.11                  
　税理士損害賠償～コンサルティング業務等に係
る報酬の詐取等の有無～
（令０２－０７－３０　東京地裁　一部認容・一部棄却　Ｚ９９９－０１７６）
　被告Ｙ１は、顧問税理士として、また被告会社の代表取締
役として、原告会社の事業承継等についてのコンサルティン
グ業務等に携わっていました。本件は、複数の業務に関し、
報酬の重複請求ないし詐取の有無などを争点とした損害賠
償等請求事件で、原告会社は、約２億４７００万円の損害金
の支払を求めました。
　東京地裁は、株価引き下げ業務については、報酬の詐取
は認められないとしましたが、被告らは合計約１億９００万円
の債務を負うと判示しました。
　欠損金の還付支援業務の成功報酬は、独自の業務実態
が認められず、還付請求書の作成報酬との重複請求であ
る。その額は不相応に高額であり、報酬目当てという不正な

動機もうかがわれ、不当性、不合理性が著しく、被告Ｙ１が報
酬を詐取したと認められる。したがって、報酬相当額１２００
万１４３３円につき、被告Ｙ１は不法行為責任に基づき、被告
会社は、役員等の第三者に対する責任及び代表者の行為
についての責任に基づき、原告会社に対し、損害賠償義務
を負う。
　株式交換による組織再編業務については、無意味な業
務の実行により不相応に高額の報酬を取得し、暴利行為が
あったと認められる。したがって、この業務にかかる委嘱契約
は、暴利行為により無効であり、報酬相当額１３７４万６６００
円の損失につき、被告会社は、原告会社に対し、不当利得
返還義務を負う。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－０１７６

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

■ＴＡＩＮＳメールニュース  No.512 2021.03.04            
　土地建物の評価における「特別の事情」の有無～
評価通達６を適用～
（令０２－０６－２４　東京高裁　棄却　上告等　Ｚ８８８－２３４６）
　控訴人らが、相続で取得した各不動産について、評価通達
の定めによって評価することが著しく不適当とは認められず、本
件相続開始時における相続税法２２条に規定する時価を本
件各鑑定評価額とすることは違法であるなどとして、被控訴人
に対し、各更正処分等の取消しを求める事案です。
　当裁判所は、原審（東京地裁・Ｚ８８８－２２７１）と同様に次
のように判断し棄却しましたが、控訴人は、上告及び上告受
理申立てをしています。
　各通達評価額が、各鑑定評価額、各不動産売却額等と
相当程度かい離して相続税額にも相当額の差を生じてお
り、これらについて、被相続人及び控訴人らが意図してあえ
て実行したものと認められることからすると、各不動産につい

ては、評価通達の定めによって適正な時価を適切に算定す
ることが困難であると認めるのが相当である。各不動産につ
いては、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納
税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、各不動産の購入及び各借入れに
相当する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえっ
て実質的な租税負担の公平を著しく害し、法の趣旨及び評
価通達の趣旨に反することになる。本件は、評価通達に定
められた方法によることが不当な結果を招来すると認められ
るような特別の事情がある場合に当たり、評価通達の定め
る方法以外の他の合理的な方法によって評価することが許
される。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２３４６

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

ちーちゃん
（地方税担当）

今週の判決等(2021年1月～2021年3月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.515 2021.03.25                  
　小規模宅地特例における生計一要件の該当性～
成年後見人の事業用宅地～
（令０２－１２－０２　横浜地裁　棄却　控訴　Ｚ８８８－２３４３）　
　丙の相続人である甲（丙の甥・養子）は、甲が大工業の用
に供している土地を丙から相続し、甲が丙の成年後見人で
あったことなどから、小規模宅地等の特例（本件特例）を適
用し、相続税の申告をしましたが、藤沢税務署長から、丙と甲
は「生計を一にしていた」とは認められず、本件特例を適用
することはできないとして、相続税の更正処分等を受けまし
た。本件はその取消しを求めるものです。
　裁判所では、次のとおり判断し、本件特例は適用できない
としました。
　日常の生活費の管理状況、甲と丙は同居していないこと、
甲は丙を扶養親族としていないことなどから、甲と丙とは、居
住費、食費、光熱費、その他日常の生活に係る費用の全部

又は主要な部分を共通にしていた関係にはなく、日常生活
の糧を共通にしていたとはいえず、「生計を一にしていた」と
は認められない。
　原告（甲、その訴訟承継人乙）は、甲が、丙の成年後見人と
なっていたという特殊性を考慮すれば、日常の生活の糧を共通
にしていたといえ、生計一要件を充足するものと解すべきである
と主張するが、原告が主張する甲の丙に対する生活面での
種 の々貢献や丙の成年後見人としての財産管理は、甲の丙に
対する成年後見人としての報酬請求権や本件相続における
甲の寄与を基礎付けるものではあっても、宅地等の処分の制約
や担税力の減少を基礎付けるものとはいえず、原告の主張す
る事情は、生計一要件を基礎付けるものであるとはいえない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２３４３

（税法データベース編集室：依田　孝子）
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3 月 18日配信のメールニュースに掲載しておりました

判決につきましては、掲載を見送っております。
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

三木編集長の対談動画シリーズ

（山下清兵衛弁護士）

①税理士と損害賠償　税理士が負う債務とは
　　（2020 年 7月）
②税理士と損害賠償　契約書作成の注意点
　　（2020 年 7月）
③税理士と損害賠償　相続税事案の注意点
　　（2020 年 11月）
④税理士と損害賠償　税賠対応策、交渉段階の注意
　　（2020 年 11月）
⑤税理士と損害賠償　（2020 年 11月）

①査察と税理士　黙秘権
　　（2020 年 7月）
②査察と税理士　告発されないための活動
　　（2020 年 10月）
③査察と税理士　調査説明会でのチェックポイント
　　（2020 年 10月）

2021 年 3 月 4 日 TAINS ホームページにて公開していた三木編集長の対談動画を、
TAINS 研修サイトに掲載することといたしました。 研修サイトは、TAINS ログイン
後の画面上部メニュー「研修サイト」のリンクよりご覧いただけます。 　 （１）「査察
と税理士」（対談相手：弁護士　山下清兵衛氏） （２）「税理士と損害賠償」（対談相手：
弁護士　内田久美子氏） （３）「事業承継と税理士」（対談相手：税理士　牧口晴一氏） 
　 ※これらの動画は日税連の研修受講時間にはカウントされません。 　 また、
TAINS をより良いコンテンツとするため、アンケートを実施しております。 アンケー
トは動画視聴終了時に表示されます。 是非ご回答くださいますようお願いいたします。
詳しくはHPをご確認ください。 https://www.tains.org/

（内田久美子弁護士）

（牧口晴一税理士）
①事業承継と税理士　定款　　（2020 年 7月）
②事業承継と税理士　納税猶予のメリット・デメリット
　　（2020 年 10月）
③事業承継と税理士　納税猶予と事業承継
　　（2020 年 10月）
④事業承継と税理士　特例承継計画
　　（2020 年 10月）
⑤事業承継と税理士　事業承継と法制度
　　（2020 年 10月）

研修



2021.春 No.226 19
だより

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

TAINS研修サイトを開設しております。

オンデマンド配信
（ＴＡＩＮＳキャラクター　タインズ博士と生徒たち）

誤りやすい消費税の実務ー重要判決・裁
決の確認と TAINS の活用ー2015年11月10日収録
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川島　雅
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TAINS　AI セミナー
エンジニアの視点からみた AI の実践的活用法
～法律分野における活用事例から～  2020年 10月9日収録

　2021 年 3 月 12 日 【ＴＡＩＮＳ研修サイトの更新について】 近畿税理士会より
ご提供いただきました下記２テーマを新たに追加いたしました。ログイン後、右
上部「研修サイト」をクリックすると画面が移動し、オンデマンド研修を受講でき
ます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視聴後に受講管理シス
テムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録することができます（近畿税
理士会において既に視聴された方は、再度登録することはできません）。 
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　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及びカーボンニュー
トラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、
こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除
上限の特例が設けられた。
　また、中小企業の経営資源の集約化による事業再
構築等を促す措置が創設され、加えて、家計の暮らし
と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの
対応・住宅ローン控除の特例の延長等が行われた。
　具体的には、次のとおり税制改正が行われた。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の見直し
(1) 住宅ローン控除の控除期間 13 年間の特例及び床
面積要件の見直し
　　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除について、次の特例措置が講じられた（新型コロ
ナ税特法 6の 2）。
①　控除期間 13 年間の特例の延長
　　住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをし
た個人が、その特別特例取得をした家屋を令和３年
１月１日から令和４年１２ 月 31 日までの間にその者の居
住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間
の３年間延長の特例が適用できることになった。
（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価
の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が 10％である場合の住宅の取得等で、次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ
の契約が締結されているものをいう。　
イ　居住用家屋の新築　⇒　令和２年１０月１日
から令和３年９月30 日までの期間

ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのないも
の若しくは既存住宅の取得又はその者の居住
の用に供する家屋の増改築等　⇒　令和 2
年12月1日から令和３年11月30 日までの期間

②　床面積要件の見直し
　　上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積
が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家
屋についても適用できることになった。
　　ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住
宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、そ
の者の 13 年間の控除期間のうち、その年分の所得
税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年に
ついては、適用されない。
（注１）上記①及び②について、その他の要件等は、

現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除と同様とする。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築
等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災
者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の控除額に係る特例について
も同様の措置が講じられた。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例等
　　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場
合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除その他の措置につい
て、所要の措置が講じられた。

（注）前頁のとおり、令和３年度改正は新型コロナ
特例法の控除期間 13 年間の特例の１年延長な
どであり（上段の２項目）、措置法 41 条関係の法
律の適用期限は令和３年 12 年 31 日であることか
ら（下段の２項目）、措置法 41 条関係の延長を
含めた見直しは、令和４年度改正において会計
検査院からの指摘項目（１％控除の適否）ととも
に検討されることになる。

(2) 住宅ローン控除の対象となる既存住宅等の証明方
法の拡充
   　税務署長が納税者から提供された既存住宅等に
係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした
当該既存住宅等の登記事項により床面積要件等の
確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の対象となる既存住宅等に
含めることとされ、令和４年１月１日以後に確定申告
書を提出する場合について適用される。

２　総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
　　同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社
の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のあ
る個人及びその親族等が支払を受けるものは、総合
課税の対象とされることになった（措法 3、37の 10）。
　　また、当該個人及びその親族等が支払を受ける
その同族会社が発行した社債の償還金についても、
総合課税の対象とされる。
（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、

法人との間に発行済株式等の 50％超の保有関
係がある個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払
を受けるべき社債の利子及び償還金について
適用される。

３　セルフメディケーション税制の延長及び見直し
　　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）につ
いて、次の措置を講じた上、その適用期限が５年
延長された（所法 45、措法 41の 17）。
(1)　対象医薬品の範囲の見直し
　　本特例の対象となる医薬品の範囲について、次
の見直しが行われた。
①　所要の経過措置（５年未満の必要範囲内）を講
じた上、対象となるスイッチＯＴＣ医薬品から、療養
の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認め
られるものが除外される。
②　スイッチＯＴＣ医薬品と同種の効能又は効果を有
する要指導医薬品又は一般用医薬品（スイッチＯＴ

Ｃ医薬品を除く）で、療養の給付に要する費用の適
正化の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程
度）が対象に加えられる。
（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な

知見を活用して決定される。
（注２）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に

ついて適用される。
(2) 手続の簡素化
　　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査
等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を
行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書
類」という）については、確定申告書への添付又は
確定申告書の提出の際の提示が不要となる。
　　この場合において、税務署長は確定申告期限等
から５年間、当該取組関係書類の提示又は提出を
求めることができることとし、当該求めがあったときは、
その適用を受ける者は、当該取組関係書類の提示
又は提出をしなければならないことになる。
（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品

購入費の明細書には、その取組に関する事項
を記載しなければならない。

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告
書を令和４年１月１日以後に提出する場合につい
て適用される。

４　退職所得課税の適正化
　　現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続５年以下
の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流
動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した
残額のうち 300 万円を超える部分の金額について、
２分の１課税の平準化措置の適用から除外されるこ
とになった（所法 30、201、203）。
　　上記の改正は、令和４年分以後の所得税につい
て適用される。

５　特定公益増進法人等に対する寄附金制度におけ
る寄附金の範囲の見直し
　　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控
除及び所得税額の特別控除について、その対象と

なる寄附金から出資に関する業務に充てることが明
らかな寄附金が除外されることになった（所法 78、
措法 41の 18 の 2）。

６　申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見
直し

　　所得税の確定申告等について、次の措置が講じ
られ、令和４年１月１日以後に確定申告書の提出期
限が到来する所得税について適用される（所法
120 ～ 123 他）。

(1) 還付申告者の申告義務の見直し
　　その計算した所得税の額の合計額が配当控除
の額を超える場合であっても、控除しきれなかった
外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった
源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予
納税額があるときは、確定申告書の提出を要しな
いこととし、この場合における確定申告書の提出期
間は、現行の申告義務のない者の還付申告書の
提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同
様とする。

(2) 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
　　上記 (1) の改正に伴い、財産債務調書の提出義
務者の範囲について現行と同様とするほか、所要
の措置が講じられた。

７　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の
承認の廃止

　　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という）の支払を受ける者が、給与等の支
払をする者に対し、次に①から⑨掲げる源泉徴収
関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の
要件であるその給与等の支払をする者が受けるべき
税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要
の措置が講じられ、令和３年４月１日以後に提出す
る源泉徴収関係書類について適用される（所法
198、203、203 の 6）。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 給与所得者の基礎控除申告書
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得
    税額の特別控除申告書
⑦ 所得金額調整控除申告書
⑧ 退職所得の受給に関する申告書
⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

[2]　資産課税
１　国際金融都市に向けた外国人に係る相続税等の
納税義務の見直し
　　高度外国人材等の日本での就労を促進する観点か
ら、就労等のために日本に居住する外国人が死亡し
た際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する
家族等が取得する国外財産を相続税の課税対象から
除外することとされた（相法 1の 3、1の 4）。

２　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の
延長及び見直し
(1) 非課税限度額・床面積要件の見直し
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講
じられた。
① 非課税限度額の引上げ
　　令和３年４月１日から同年12月31 日までの間に住宅用
家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課
税限度額を、次のとおり、令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上
げられた（措法 70の 2）。

② 床面積要件の引下げ
　　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計
所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面
積要件の下限が 40 ㎡以上（改正前：50 ㎡以上）
に引き下げられた。
（注 1）上記の改正は、東日本大震災の被災者が直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置についても同様とされる。

（注 2）上記の改正は、令和３年１月１日以後に贈与

により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
について適用される。

(2) 既存住宅等の証明方法の拡充
　　税務署長が納税者から提供された既存住宅用家
屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等
をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面
積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措
置の対象となる既存住宅用家屋等に含められた。
（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税

の申告書を提出する場合について適用される。

３　教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
の延長及び見直し

　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じ
た上、適用期限が２年延長された（措法 70 の 2
の 2）。
(1) 贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
　　信託等があった日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡
の日において、受贈者が次のイからハに該当する場
合を除く）には、その死亡の日までの年数にかかわ
らず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈
与者から相続等により取得したものとみなされることに
なった。
イ 23 歳未満である場合　　　　　
ロ 学校等に在学している場合　　
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講している場合

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額か
ら教育資金支出額を控除した残額をいう（次の
(2)において同じ）。

(2) 相続税額に対する２割加算
　　上記 (1) により相続等により取得したものとみなされ
る管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属
に相続税が課される場合には、当該管理残額に対
応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象と
されることになった。
（注）上記 (1) 及び (2) の改正は、令和３年４月１日

以後の信託等により取得する信託受益権等に
ついて適用される。

４　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非
課税措置の延長及び見直し

　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受
けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措
置を講じた上、その適用期限が２年延長された（措

法 70の 2の 3）。
(1) 相続税額に対する２割加算
　　贈与者から相続等により取得したものとみなされる
管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑
属に相続税が課される場合には、当該管理残額に
対応する相続税額が相続税額の２割加算の対象とさ
れた。
（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から

結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託

等により取得する信託受益権等について適用さ
れる。

(2) 受贈者の年齢要件の引下げ
　　受贈者の年齢要件の下限が、18 歳以上（現行：
20 歳以上）に引き下げられる。
（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等

により取得する信託受益権等について適用される。

５　各種納税猶予制度の見直し
　　次の納税猶予制度について、見直しが行われた。
(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に係る
特定美術品の範囲の見直し
　　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につ
いて、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、
適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50 年を
経過していない美術品のうち一定のものが加えられた
（措法 70の 6の 7 関係）。
(2) 個人版事業承継税制における特定事業用資産の範
囲の拡充
　　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税
の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業
用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用
に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付され
る貸借対照表に計上されているもの（取得価額 500 
万円以下の部分に対応する部分に限る）が加えられ
た（措法 70の 6の 8 関係）。
(3) 法人版事業承継税制における後継者要件の緩和
　　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制
度について、次に掲げる場合には、後継者が被相
続人の相続開始の直前において特令認定承継会社
の役員でないときであっても、本制度の適用を受ける
ことができることになった（①については、一般措置
についても同様とする）（措法 70の 7 関係）。
①　被相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）
で死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計

画に特例後継者として記載されている者である場合
(4) 農地等に係る相続税等の納税猶予制度に係る農
地等を収用交換等により譲渡した場合における利子
税の取扱い
　　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を、収用交換等により譲渡した
場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限が
５年延長された（措法 70の 8）。

６　土地に係る固定資産税等の負担措置の見直し
(1) 土地に係る固定資産税の負担調整措置
①  負担調整措置の仕組みを継続
　　宅地等及び農地の負担調整措置については、令
和３年度から令和５年度までの間、据置年度におい
て価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係
る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減
額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継
続された。
②  令和３年度限りの措置
　　新型コロナ感染症の影響を考慮した上で、令和３
年度限りの措置として、負担調整措置等により増加
する全ての土地について、前年度の税額に据え置く
措置が講じられた。
(2) 土地に係る都市計画税の負担調整措置　　　
　固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われた。

７　土地の売買に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用期
限が２年延長された（措法 72）。

８　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置の延長
　　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許
税の免税措置について、適用対象となる登記の範
囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有

権の保存登記を加えた上、その適用期限が１年延
長された（措法 84の 2の 3）。

[3]　法人課税
１　ＤＸ投資促進税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の事業適応計画について
同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行
の日から令和５年３月 31 日までの間に、その事業適
応計画に従って実施される産業競争力強化法の事
業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しく
は増設をし、又はその事業適応を実施するために必
要なソフトウエアの利用に係る費用（繰延資産となる
ものに限る）の支出をした場合には、次の措置が講
じられる（措法 42の 12 の 7）。
(1) 事業適応設備の取得価額に対する特別償却と税
額控除との選択適用
     取得等をして国内にある事業の用に供した事業適
応設備の取得価額の 30％の特別償却とその取得価
額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする
場合には５％）の税額控除との選択適用ができる。
(2) 繰延資産の額に対する特別償却と税額控除との選
択適用
　　上記の繰延資産の額の 30％の特別償却とその繰
延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連
携をする場合には５％）の税額控除との選択適用が
できる。

２　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画につ
いて同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から令和６年３月 31 日までの間に、その中長
期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の
中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境
適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内
にある事業の用に供した場合には、その取得価額の
50％の特別償却とその取得価額の５％（温室効果ガ
スの削減に著しく資するものにあっては 10％）の税額
控除との選択適用ができることとされた（措法 42 の
12 の 7）。

３　研究開発税制の見直し
　　厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加さ
せる企業について、２年間の時限措置として、税額
控除の上限を引き上げる（改正前：25％⇒30％）
とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化
する観点から、控除率のカーブの見直し及び控除
率の下限の引下げ（改正前：６％⇒２％）が行わ
れた（措法 42の 4）。
　　あわせて、クラウド環境で提供されるソフトウエア
などの自社利用ソフトウエアの制作に要した試験研
究費を研究開発税制の対象とするなど所要の見直
しが行われた。

４　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（人
材確保等促進税制）
  　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税
額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人
が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間
に開始する各事業年度において国内新規雇用者に
対して給与等を支給する場合において、新規雇用
者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が２％以上であるときは、控除対
象新規雇用者給与等支給額の 15％の税額控除が
できる制度とされた（措法 42の 12 の 5）。
　　この場合において、教育訓練費の額の比較教育
訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であると
きは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20％
の税額控除ができることとなった。
（注１）設立事業年度は対象外とする。

（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した雇用保
険法の一般被保険者（支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く）
に対してその雇用した日から１年以内に支給す
る給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇
用者給与等支給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給
額」とは、国内の事業所において新たに雇用
した者（支配関係がある法人から異動した者
及び海外から異動した者を除く）に対してその
雇用した日から１年以内に支給する給与等の支
給額をいう。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練
費の額とする。

（注５） 給与等の支給額から控除する「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」につい
て、その範囲を明確化するとともに、新規雇用
者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等
支給額からは雇用調整助成金及びこれに類す
るものの額を控除しないこととする。

５　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強
化法の事業適応計画の認定を受けたもののうちその
事業適応計画に従って同法の事業適応を実施する
ものの適用事業年度において特例対象欠損金額が
ある場合には、その特例対象欠損金額については、
欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の
金額の 50％を超える部分については、累積投資残
額に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算
入できる特例が創設された（措法 66の 11 の 4）。

６　株式対価Ｍ＆Ａを促進するための措置の創設
　　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益
の計上を繰り延べることとされた（措法66の2の2）。
（注 1） 対価として交付を受けた資産の価額のうち

株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で
ある場合に限ることとし、株式交付親会社の
株式以外の資産の交付を受けた場合には株
式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

（注 2） 株式交付親会社の確定申告書の添付書類
に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書
を加えるとともに、その明細書に株式交付により
交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明
らかにする事項を記載した書類を添付する。

７　国際金融都市に向けた税制上の措置
　　投資運用業を主業とする非上場の非同族会社の
役員に対して支給される業績連動給与について、そ
の算定方法等が記載された事業報告書を金融庁
ホームページに掲載するなど一定の要件を満たした
場合には、損金算入を可能とする措置が設けられた
（措法 66の 11の 2）

８　中小企業者等の法人税率の特例の延長
  　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例（年
800万円以下の所得金額に対する税率19％→15％）
の適用期限が、２年延長された（措法 42の 3の 2）。

９　中小企業投資促進税制の延長及び見直し
　　中小企業投資促進税制について、次の見直しを
行った上、その適用期限が２年延長された（措法
42の 6）。
① 対象となる指定事業に次の事業が加えられた。
　　不動産業・ 物品賃貸業・ 料亭、バー、キャバ
レー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活
衛生同業組合の組合員が行うものに限る）
② 対象となる法人に商店街振興組合が加えられた。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の
用に供するものが除外された。

10　中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入
　　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告
書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除く）のうち同法の改正法の施行の日から令和
６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法の経
営力向上計画（経営資源集約化措置が記載されたも
のに限る）の認定を受けたものが、その認定に係る経
営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購
入による取得に限る）をし、かつ、これをその取得の日
を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合
（その株式等の取得価額が 10 億円を超える場合を除
く）において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金
額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度に
おいて損金算入できることとになった（措法 55の 2）。
(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の戻し入れ
　　上記 (1) の準備金は、その株式等の全部又は一部
を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から５年を経過した日を含む事
業年度から５年間でその経過した準備金残高の均等
額を取り崩して、益金算入する。

11　中小企業経営強化税制の延長及び見直し
  　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度（中小企業経営強
化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経
営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ＲＯＡ又
は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向
上計画（経営資源集約化措置が記載されたものに限る）
を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その
適用期限が２年延長された（措法 42の 12の 4）。

12　中小企業における所得拡大促進税制の見直し
　　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限が２年延長さ
れた（措法 42の 12 の 5）。
(1) 適用要件の見直し
　　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継
続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支
給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割
合が 1.5％以上であることとの要件に見直しされた。
(2) 上乗せ要件の見直し
　　税額控除率が 25％となる要件のうち、継続雇用
者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額
に対する増加割合が 2.5％以上であることとの要件
が、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支
給額に対する増加割合が 2.5％以上であることとの
要件に見直しされた。
（注）給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」につ
いて、その範囲を明確化するとともに、次の見
直しが行われた。

①　上記（1）及び（2）の要件を判定する場合には、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
ないこととする。
②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支
給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を
控除して計算した金額を上限とする。

[4]　消費課税
１　国際郵便による輸出免税における証明書類の保
存要件の見直し
　　消費税の輸出免税制度の適正化を図る観点か
ら、20 万円以下の郵便による資産の輸出の場合に
は、輸出の事実を証明する書類として、日本郵便株
式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び

発送伝票の控え等を保存しなければならないことに見
直しされ、令和３年 10 月１日以後に行われる資産の
譲渡等について適用されることになった。

２　課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
　　消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上
割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日まで
に承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する
日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認
申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割
合に準ずる割合を用いることができることに見直しされた。

３　金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し
　　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額
控除の要件として保存することとされている消費税法
上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに
国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他こ
れらに類する書類をその対象から除外されることにな
り、令和３年 10 月１日以後に国内において事業者が
行う課税仕入れについて適用される。

[5]　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し
　　提出者等の押印をしなければならないこととされてい
る税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類
を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が
講じられ（通法 124 他）、令和３年４月１日以後に提出
する税務関係書類について適用される。
   　地方公共団体の長に提出する地方税関係書類
についても、同様である。

（1） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

（2） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

２　電子帳簿等保存制度の見直し
　　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化に
よる生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計
ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に
簡素化され、令和４年１月１日から適用されることになっ
た（電子帳簿保存法 4・7）。

３　納税管理人制度の拡充
　　納税管理人制度の課題に対し、次の措置が講じら
れた（通法 117）。
(1) 納税管理人制度の課題
　　国外に転出する納税者等は、「納税申告書の提出
その他の国税に関する事項を処理する必要があるとき」
は、納税管理人を定め、届け出なければならない旨の
義務が定められていたが、税務調査や照会文書の発
送など、当局側から接触の必要性があるにもかかわら
ず、納税者が納税管理人を定めない場合には、当局
側に取り得る措置がないため、このような非協力な納税
者に対する税務調査などが困難な場合があった。
(2) 課題に対する措置
　　国外に居住・所在する納税者に対して税務調査を行う
必要が生じた場合には、当局からその納税者に対して納
税管理人の選定・届出をすることを要請できることになった。
　　納税者が、上記の当局の要請に応じず、指定期
限までに納税管理人の届出をしない場合には、当局
が親族等の国内に所在する関連者を納税管理人とし
て指定できることになった。
　　この指定については、納税者や納税管理人として
指定される国内関連者の手続保証の観点から、両
者に対して指定の通知を行った上で、両者による不
服申立て又は訴訟が可能とされた。
（注）令和４年１月１日以後に行う上記 (1) の要請及び

その要請に基づく上記 (2) の納税管理人の指定
について適用される。

４　納税地の移動があった場合における質問検査権
の管轄の整備
　　法人税・地方法人税又は消費税に関する調査につ

いて、調査通知後に納税地の異動があった場合におい
て、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税
務署長が必要あると認めるときは、その異動前の納税地
の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査
権を行使することができることになった（通法742）。
　　上記の改正は、令和３年７月１日以後に新たに納
税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面
調査について適用される。

５　各種手続のデジタル化
　　次の (1) から (8) に掲げる各種手続などについて、
それぞれデジタル化が図られた。
(1) スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手
続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しようとする
者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項
につきインターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には（税額は 30 万円以下に限定）、国
税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託するこ
とができることになり、令和４年１月４日以後に納付する
国税について適用される。
　　

(2) 国外からの納付手続の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付
について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内
預金口座に送金する方法により行うことができることになった。
　この場合において、その国外の金融機関を通じて送
金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・
利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な
情報の提供手続等について所要の措置が講じられ、令
和４年１月４日以後に納付する国税について適用される。
(3) e-Taxによる申請等の方法の拡充

　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を
使用する方法（e-Tax）によりその申請等に係る書面に
記載すべき事項を入力して送信することができないものに
ついて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取
り等により作成した電磁的記録（いわゆる「イメージデー
タ」）を送信することにより行うことができることになり、令
和３年４月１日以後に行う申請等について適用される。
(4) 処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで
きる処分通知等について、その範囲に次の処分通知
等が加えられた。
① 加算税の賦課決定通知書の送付（令和４年１月１
日以後に行う送付に適用）
② 所得税の予定納税額等の通知（予定納税額の
減額承認申請に対する処分に係る通知を含む）（令
和５年１月１日以後に行う通知に適用）
③ 国税還付金振込通知書の送付（令和５年６月１日
以後に行う送付に適用）

(5) クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署
長に届け出た場合には、クラウド等（国税庁長官の
定める基準に適合するものであることについてそのクラ
ウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたも
のに限る）に備えられたファイルにその支払調書等に
記載すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたそ
の記載情報を閲覧し及び記録する権限を付与するこ
とにより、支払調書等の提出をすることができることと
するほか、所要の措置が講じられた。
(6) 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
　　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税・都市計画税・自動車税種別割及び軽自動
車税種別割が追加され、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納付を
行うことができるよう、所要の措置が講じられ、令和５
年度以後の課税分について適用される。
(7) 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
　　特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特
別徴収義務者が求めた場合には、市町村は eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものと
し、令和６年度分以後の個人住民税について適用される。
(8) 軽自動車税関係書類のオンライン化
　　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告
並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事
実の確認について、国の関連システムの更改時期に合
わせて、オンライン手続により行うことが可能となる。

　

日本法令が提供する書式集で、ビジネス文書 830、契約書式 250、内容証明

470、会社規程120、各種申請書670＋40（マイナンバー）が利用できます。
※利用に際しては、マイクロソフト社のWord、Excel などが必要になります。 

TAINSで使える便利な書式集

■労働基準監督署　・労働保険料徴収法等・労働基準法（監督等）・労働基準法（時間等）
・労働基準法（賃金等）・労働者災害保険法（業務災害等）・労働者災害保険法（通勤災害等）
・労働者災害保険法（遺族補償等）・労働安全衛生法等
■公共職業安定所　・労働保険料徴収法等・雇用保険法（適用等）・雇用保険法（給付等）
・雇用保険法（個人番号等）
■年金事務所　・健康保険法（適用等）・厚生年金保険法（共通の適用等）・厚生年金保険法（適用等）
■協会けんぽ　・健康保険法（給付等）
■税務署　・所得税法等・法人税法・消費税法・市区町村
■警察署　・道路交通法等
■国土交通省　・建設業に関するもの
■登記所（法務局）　・商業登記・不動産登記

・社内文書・社外文書
・税理士向け挨拶・通知文例
・メール文例
・英文メール文例

・社内書式
・従業員用書式
・支払調書該当者用書式
・委託先用書式

各種申請書
・届出書

ビジネス文書 マイナンバー
関連書式

・継続的売買取引・土地の賃貸借契約・建物の賃貸借契約・動産の賃貸借契約
・使用貸借契約・金銭貸借契約・抵当権、根抵当権・債権譲渡・仮登記担保設定契約
・動産譲渡担保契約・贈与契約・委任、委託契約・労働契約・請負契約・支配人選任契約
・経営委任契約・商取引開始から終了まで、その他・知的所有権契約・合併契約・株式譲渡契約
・営業譲渡契約・企業提携に関する契約・土地建物の売買契約、建物の売買契約
・近隣に関する契約・成年後見に関する契約・介護に関する契約

・土地の貸借・建物の賃貸
・不動産売買・金融取引
・その他の取引・会社の運営
・社会生活上のトラブル
・親族・相続

契約書

内容証明

・社員に関わる手続
・会社に関わる手続

事例別検索

・2017 年改正個人情報保護法の注意点
・最高裁判決からみるメンタルヘルス

ビジネスサポート
webセミナー

・経営・人事・総務関係規程
・業務・管理関係規程
・建設業の社内規程

　　　　　　　　　　

　　　　　

・2時間で分かる決算書の見方
・2時間でできる人事考課評定者トレーニング
・問題社員を見抜く 採用・面接の選考テクニック
・これだけは知っておきたい改正高年齢者雇用安定法
・正高年齢者雇用 ...

会社規程

ビデオライブラリ

ダウンロードランキング

 

1.◆労働条件通知書兼雇用契約書
2.◆出向協定書
3.◆コンサルティング業務委託契約書
4.◆取締役会議事録　一部退任、就任、重任の場合（株
　　式会社・役員
5.◆金銭消費貸借契約書（汎用モデル〔分割払い〕）
6.◆株式譲渡契約書（譲渡側）
7.◆所有株数証明書兼株主名簿記載事項証明書（株券不
　　発行会社）
8.◆駐車場賃貸借契約書（貸主側）
9.◆土地使用貸借契約書
10.◆金銭消費貸借契約書（連帯保証付、一般・非事業
　　　用〔分割払い〕）
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・裁決には、非公開裁決3,304件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は9,109件です。　　　
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所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,161

2,084

3,596

1,912

0

84
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3,304

1,573
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3,997

0

141

13,705
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1.158
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2,926

0

0
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743
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0

19

3,927
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0
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10

0

1

0
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1
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346

94

1,965

3,453

12,973

5,502

11,489

11,716

94

2,211

43,985

2 収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和2年9月14日まで

非公開裁決は令和2年6月19日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和3年2月26日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。
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■日税連税法データベース会員数一覧
2021年3月31日現在

会 別

東 京
東 京 地 方
千 葉 県
関 東 信 越
近 畿
北 海 道
東 北
名 古 屋
東 海
北 陸
中 国
四 国
九 州 北 部
南 九 州
沖 縄
小 計
そ の 他
合 計

2,323 
687 
249 
560 

1,226 
199 
338 
484 
332 
157 
331 
170 
291 
232 
74 

7,653 
243 

7,957  

27 
6 
2 
5 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
61 

個人会員 法人会員
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研修会のお知らせ

TAINS 2021年春号

2021.春 No.226 21
だより

　現在、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、一部地域を除いて会場型研修は開催を見合

わせております。

　なお、会員ページの「研修サイト」からはオ

ンデマンド研修を配信しており、視聴後に受講

時間を登録できます。








